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〔留意事項〕 

・ 本財務書類は、「省庁別財務書類の作成基準」に基づいて作成しております。 

・ 省庁別財務書類は、各省庁における財務情報の提供等を目的として一般会計を

各省庁単位で区分し、所管の特別会計を合算し、各省庁に資産や負債が帰属する

と擬制するなどの一定の仮定に基づいて作成するものであり、各省庁が会計的に

独立しているものではない点にご留意下さい。 

・ 省庁別財務書類を充分理解して頂くため、「省庁別財務書類の作成基準」及び

各省庁の所掌する業務内容等も併せてご覧下さい。 
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注 記 

 

１ 重要な会計方針 

(1) 減価償却の方法等 

① 有形固定資産 

国有財産（公共用財産を除く）については、国有財産台帳の価格改定に適用される耐用年数に      

基づく定率法（平成 19 年 4 月 1 日以後に新築した建物は定額法）によっている。なお、残存価額まで

到達している国有財産（公共用財産を除く）については、耐用年数を経過した翌会計年度から 5 年間

で備忘価格 1 円まで均等償却を行っている。 

物品（美術品を除く）については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定める耐用年数に

基づく、残存価額を取得原価の 10％とした定額法によっている。なお、残存価額まで到達している   

物品については、耐用年数を経過した翌会計年度から 5 年間で備忘価格 1 円まで均等償却を行って   

いる。 

② 無形固定資産 

ソフトウェアについては、取得に要した費用を資産価額とし、利用可能期間(5 年)に基づく定額法

によっている。 

(2) 引当金の計上基準及び算定方法 

① 賞与引当金 

6 月支給分の期末手当及び勤勉手当の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分

（期末手当及び勤勉手当の 6 月支給分の 4/6）を計上している。 

② 退職給付引当金 

退職手当に係る退職給付引当金については、自己都合による期末要支給額を、次の計算方法により

計上している。 

・基本額 … 勤続年数別の職員数 × 平均給与 × 自己都合退職手当支給率 

・調整額 … 「国家公務員退職手当法」第 6 条の 4 に定められた区分別の職員数 × 想定され

る調整月額単価 × 60 ヶ月 

国家公務員共済年金のうち、整理資源（昭和 34 年 10 月前の恩給公務員期間に係る給付分）に係る

引当金については、将来給付見込額の割引現在価値を計上している。 

(3) その他財務書類作成のための基本となる重要な事項 

① 消費税等の会計処理方法 

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。 

② 退職給付引当金の算定において用いる割引率について 

・割  引  率 ： 3.9％ 

（令和元年財政検証で用いられている長期的な運用利回りから算出） 

 

２ 翌年度以降支出予定額 

(1) 歳出予算の繰越し 

歳出予算の繰越しに係る翌年度の支出予定額 10,449 百万円 

(2) 国庫債務負担行為 

国庫債務負担行為による翌年度以降に係る支出予定額 104,817 百万円 
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３ 追加情報 

(1) 合算する特別会計 

省庁別財務書類においては、以下の特別会計を合算している。 

・東日本大震災復興特別会計（内閣所管分） 

(2) 出納整理期間 

出納整理期間が設けられており、出納整理期間中の現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計

年度末の計数としている。 

(3) 業務費用計算書における収益の計上 

  ・「資産処分損益」において、有形固定資産の売却に伴い生じた処分益 1 百万円が計上されている。 

(4) 表示科目の説明 

① 貸借対照表 

ア 資産の部 

・「未収金」には、損害賠償金債権等を計上している。 

・「前払費用」には、自動車損害賠償責任保険料の前払保険料を計上している。 

・「国有財産（公共用財産を除く）」には、国有財産台帳価格を計上している。 

・「土地」には、主に庁舎敷地等に係る用地を計上している。 

・「立木竹」には、主に庁舎敷地の樹木を計上している。 

・「建物」には、主に庁舎を計上している。 

・「工作物」には、主に庁舎に係る工作物を計上している。 

・「物品」には、取得価格（見積価格）が 50 万円以上の物品（美術品については 300 万円以上）に

ついて、美術品を除く物品は取得価格（見積価格）から減価償却費相当額を控除した後の価額、

美術品は取得価格（見積価格）で計上している。 

・「無形固定資産」には、特許権等については国有財産台帳価格、電話加入権については取得価格、

ソフトウェアについては取得に要した費用から減価償却費相当額を控除した後の価額で計上して

いる。 

イ 負債の部 

・「未払金」には、児童手当に係る未払額を計上している。 

・「賞与引当金」には、6 月支給の期末手当・勤勉手当の見込額について、それぞれ本会計年度分を

計上しており、こども家庭庁の設置に伴い、業務移管が生じる組織の引当金については、移管元

の組織において計上している。 

・「退職給付引当金」には、退職手当のほか、整理資源に係る引当金を計上している。 

・「その他の債務等」には、リース債務等を計上している。 

② 業務費用計算書 

・「人件費」には、決算書の使途別分類が「人件費」に該当するもののうち職員等に係るもの（職員の

手当、非常勤職員の手当及び休職者の手当等）及び決算書の使途別分類が「補助費・委託費」に該

当するもののうち国家公務員共済組合負担金等として支出した額に、児童手当の未払金や退職手当

及び賞与に関する引当金等の発生主義による調整を行ったものを計上している。 

・「賞与引当金繰入額」には、6 月支給の期末手当及び勤勉手当の支給見込額のうち当該年度に帰属す

る部分を計上している。 

・「退職給付引当金繰入額」には、退職給付引当金への繰入額を計上している。 

・「委託費」には、情報収集衛星システム開発等委託費等を計上している。 

・「分担金」には、国際人事管理機関連合会分担金を計上している。 

・「庁費等」には、決算書の使途別分類が「物件費」及び「施設費」に該当するもののうち、他の科目

で計上されていないものであって資産計上されていないものを計上している。 

・「その他の経費」には、決算書の使途別分類が「旅費」及び「その他」に該当するもの並びに単独の
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科目で表示するには金額の少ないもの等を計上している。 

・「減価償却費」には、有形固定資産及び無形固定資産に係る減価償却費を計上している。 

・「資産処分損益」には、有形固定資産等の売却、除却により生じた損益を計上している。 

③ 資産・負債差額増減計算書 

・「前年度末資産・負債差額」には、前年度の貸借対照表の「資産・負債差額」の額を計上している。 

・「本年度業務費用合計」には、業務費用計算書の「本年度業務費用合計」の額を計上している。 

・「主管の財源」には、主管の徴収決定済額から、物品売払収入等を除いた額を計上している。 

・「配賦財源」には、所管の支出済歳出額と主管の収納済歳入額との差額を計上している。 

・「自己収入」には、東日本大震災復興特別会計の雑収入を計上している。 

・「無償所管換等」には、財産の無償所管換等を計上している。 

・「資産評価差額」には、国有財産の台帳価格の改定に伴う評価差額を計上している。 

・「本年度末資産・負債差額」には、本年度の貸借対照表の「資産・負債差額」の額を計上している。 

④ 区分別収支計算書 

ア 業務収支 

・「主管の収納済歳入額」には、主管歳入の収納済歳入額を計上している。 

・「配賦財源」には、所管の支出済歳出額と主管の収納済歳入額との差額等を計上している。 

・「自己収入」には、東日本大震災復興特別会計の雑収入を計上している。 

・「人件費」には、決算書の使途別分類が「人件費」に該当するもののうち職員に係るもの（職員の

手当、非常勤職員の手当及び休職者の手当等）及び決算書の使途別分類が「補助費・委託費」に

該当するもののうち国家公務員共済組合負担金等として支出した額を計上している。 

・「委託費」には、情報収集衛星システム開発等委託費等を計上している。 

・「分担金」には、国際人事管理機関連合会分担金を計上している。 

・「庁費等の支出」には、決算書の使途別分類が「物件費」及び「施設費」に該当の支出のうち、施

設整備支出に計上されないもので他の科目で計上されていないものを計上している。 

・「その他の支出」には、決算書の使途別分類が「旅費」及び「その他」に該当する支出並びに単独

の科目で表示するには金額の少ないもの等を計上している。 

・「建物に係る支出」には、有形固定資産増加額のうち建物の取得に係る支出を計上している。 

・「工作物に係る支出」には、有形固定資産増加額のうち工作物の取得に係る支出を計上している。 

イ 財務収支 

    ・「リース債務の返済による支出」には、リース物件に係る支払額を計上している。 

(5) その他省庁の財務内容を理解するために特に必要と考えられる情報 

① 百万円未満切り捨てのため、合計が一致しないことがある。 

② 百万円未満の計数がある場合には「0」で表示し、該当計数が皆無の場合には「-」で表示している。 
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附属明細書 

 

１ 貸借対照表の内容に関する明細 

(1) 会計別の資産及び負債の明細 

 

（単位：百万円）

一般会計
東日本大震災復

興特別会計
相殺消去 合算合計

＜資産の部＞

未収金 282 - - 282

前払費用 0 - - 0

有形固定資産 77,095 - - 77,095

国有財産（公共用財産を除く） 40,147 - - 40,147

土地 32,279 - - 32,279

立木竹 94 - - 94

建物 4,799 - - 4,799

工作物 2,974 - - 2,974

物品 36,948 - - 36,948

無形固定資産 5,108 - - 5,108

資産合計 82,488 - - 82,488

＜負債の部＞

未払金 13 - - 13

賞与引当金 1,502 3 - 1,506

退職給付引当金 18,518 1 - 18,519

その他の債務等 59 - - 59

負債合計 20,094 5 - 20,099

＜資産・負債差額の部＞

資産・負債差額 62,393 △ 5 - 62,388  

 

(2) 資産項目の明細 

① 未収金の明細 

（単位：百万円）

内容 相手先 本年度末残高

利息債権 個人等 91

損害賠償金債権 個人等 190

返納金債権 個人 0

延滞金債権 法人等 0

合計 282  
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② 固定資産の明細 

（単位：百万円）

区分 前年度末残高 本年度増加額 本年度減少額
本年度

減価償却額

評価差額
(本年度発生

分)
本年度末残高

（有形固定資産）

国有財産（公共用財産を除く） 41,222 62 0 757 △ 379 40,147

行政財産 41,222 62 0 757 △ 379 40,147

土地 32,675 - - - △ 396 32,279

立木竹 78 - 0 - 16 94

建物 5,022 2 - 226 - 4,799

工作物 3,445 60 - 531 - 2,974

物品 54,916 137 52 18,052 - 36,948

　物品（美術品を除く） 54,707 137 52 18,040 - 36,751

　美術品 175 - - - - 175

　リース物品 34 - - 12 - 21

小計 96,138 199 53 18,810 △ 379 77,095

（無形固定資産）

国有財産 4 0 - - △ 2 1

行政財産 4 0 - - △ 2 1

特許権等 4 0 - - △ 2 1

ソフトウェア 5,495 1,090 - 1,539 - 5,046

電話加入権 59 5 4 - - 60

小計 5,558 1,096 4 1,539 △ 2 5,108

合計 101,697 1,296 57 20,349 △ 382 82,204  

 

(3) 負債項目の明細 

①  未払金の明細 

（単位：百万円）

内容 相手先 本年度末残高

児童手当 職員 13

合計 13  

 

②  退職給付引当金の明細 

（単位：百万円）

区分 前年度末残高 本年度取崩額 本年度増加額 本年度末残高

退職手当に係る引当金 16,764 991 1,475 17,248

整理資源に係る引当金 1,474 226 23 1,271

合計 18,239 1,218 1,498 18,519  
 

③  その他の債務等の明細 

   

（単位：百万円）

債務の種類 相手先 本年度末残高

リース債務 法人 21

東日本大震災復興特別会計にお
いて計上している退職給付引当
金のうち、内閣一般会計が負担
する退職給付引当金相当額

東日本大震災復興特別会計 38

合計 59  
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２ 業務費用計算書の内容に関する明細 

(1) 会計別の業務費用の明細 

（単位：百万円）

一般会計
東日本大震災復

興特別会計
相殺消去 合算合計

人件費 20,182 14 - 20,196

賞与引当金繰入額 1,502 3 - 1,506

退職給付引当金繰入額 1,497 1 - 1,498

委託費 56,479 - - 56,479

分担金 0 - - 0

庁費等 41,167 - - 41,167

その他の経費 3,840 0 - 3,840

減価償却費 20,349 - - 20,349

資産処分損益 52 - - 52

本年度業務費用合計 145,070 19 - 145,090  

 

(2) 委託費の明細 

（単位：百万円）

名称 相手先 金額 支出目的

重要政策基礎調査委託費 凸版印刷株式会社 28
内閣の重要政策に関する基本方針及び施策の
統一並びに総合調整に関する、府省横断的な
基礎調査・分析等の委託

情報調査委託費
一般社団法人内外情勢
調査会等

757
内閣の重要政策に関する情報の収集及び分析
その他の調査

サイバーセキュリティ施策
評価事務委託費

独立行政法人情報処理
推進機構

404

「サイバーセキュリティ基本法」（平成26年
法律第104号）第31条第1項第1号の規定に基
づき、独立行政法人及び指定法人におけるサ
イバーセキュリティに関する対策の基準に基
づく監査の一部を委託

サイバーセキュリティ協議
会連絡調整事務委託費

一般社団法人JPCERT
コーディネーションセ
ンター

49

「サイバーセキュリティ基本法」（平成26年
法律第104号）第31条第1項第2号の規定に基
づき、サイバーセキュリティに関する事象が
発生した場合における国内外の関係者との連
絡調整事務の一部を委託

情報収集衛星システム開発
等委託費

国立研究開発法人宇宙
航空研究開発機構等

55,238

「情報収集衛星の導入について」（平成10年
閣議決定）に基づき、我が国の安全確保のた
めに必要な情報の収集を目的とする情報収集
衛星システムの開発等の委託

合計 56,479 　  

 

(3) 分担金の明細 

（単位：百万円）

名称 相手先 金額 支出目的

国際人事管理機関連合会分
担金

国際人事管理機関連合
会

0 国際人事管理機関連合会の分担金

合計 0 　  
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３ 資産・負債差額増減計算書の内容に関する明細 

 (1) 会計別の資産・負債差額の増減の明細 

 

（単位：百万円）

一般会計
東日本大震災復

興特別会計
相殺消去 合算合計

Ⅰ　前年度末資産・負債差額 82,239 △ 3 - 82,235

Ⅱ　本年度業務費用合計 △ 145,070 △ 19 - △ 145,090

Ⅲ　財源 125,568 18 - 125,586

主管の財源 211 - - 211

配賦財源 125,356 11 - 125,368

自己収入 - 6 - 6

Ⅳ　無償所管換等 39 - - 39

Ⅴ　資産評価差額 △ 382 - - △ 382

Ⅵ　本年度末資産・負債差額 62,393 △ 5 - 62,388  

(2) 財源の明細 

① 主管の財源の明細 

（単位：百万円）

款 項 相手先 金額

国有財産利用収入 国有財産貸付収入 　 34

国有財産使用収入 　 0

利子収入 0

小計 　 34

諸収入 弁償及返納金 　 88

雑入 　 87

小計 　 176

合計 　 211  

  

② 特別会計の財源の明細 

（単位：百万円）

特別会計 区分 財源の内容 金額

その他の財源 6

小計 6

6

6合計

東日本大震災復興特別会計 自己収入

合計

 
 

(3) 無償所管換等の明細 

（単位：百万円）

区分 相手先 金額 資産等の内容 所管換等の理由 備考

国土交通省一般会計 42 工作物 所管換

小計 42

防衛省一般会計 △ 3 物品 所管換

小計 △ 3

39

財産の無償所管換等
（受）

財産の無償所管換等
（渡）

合計  
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(4) 資産評価差額の明細 

（単位：百万円）

区分 評価差額の戻入 本年度発生額 本年度増減額 評価差額の発生原因

有形固定資産

　国有財産（公共用財産を除く） - △ 379 △ 379 　

  　行政財産 - △ 379 △ 379

　　　土地 - △ 396 △ 396 国有財産台帳の価格改定

　　　立木竹 - 16 16 国有財産台帳の価格改定

無形固定資産  　

　国有財産 - △ 2 △ 2  

  　行政財産 - △ 2 △ 2  

　　　特許権等 - △ 2 △ 2 国有財産台帳の価格改定

合計 - △ 382 △ 382  
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４ 区分別収支計算書の内容に関する明細 

(1) 会計別の区分収支の明細 

 

（単位：百万円）

一般会計
東日本大震災復

興特別会計
相殺消去 合算合計

Ⅰ業務収支

１財源

主管の収納済歳入額 213 - - 213

配賦財源 125,356 11 - 125,368

自己収入 - 6 - 6

財源合計 125,570 18 - 125,588

２業務支出

(1)業務支出（施設整備支出を除く）

人件費 △ 22,817 △ 17 - △ 22,835

委託費 △ 56,479 - - △ 56,479

分担金 △　0 - - △　0

庁費等の支出 △ 42,400 - - △ 42,400

その他の支出 △ 3,840 △　0 - △ 3,840

業務支出（施設整備支出を除く）合計 △ 125,537 △ 18 - △ 125,555

(2)施設整備支出

建物に係る支出 △ 2 - - △ 2

工作物に係る支出 △ 17 - - △ 17

施設整備支出合計 △ 20 - - △ 20

業務支出合計 △ 125,557 △ 18 - △ 125,576

業務収支 12 - - 12

Ⅱ財務収支 △ 12 - - △ 12

　   リース債務の返済による支出 △ 12 - - △ 12

  財務収支 △ 12 - - △ 12

本年度収支 - - - -

翌年度歳入繰入 - - - -

本年度末現金・預金残高 - - - -  
 

(2) 財源の明細 

① 主管の収納済歳入額の明細 

（単位：百万円）

款 項 相手先 金額

国有財産利用収入 国有財産貸付収入 　 34

国有財産使用収入 　 0

利子収入 　 0

小計 　 34

諸収入 弁償及返納金 　 88

物品売払収入 　 1

雑入 　 88

小計 　 178

合計 　 213  

 

② 特別会計の財源の明細 

（単位：百万円）

特別会計 区分 財源の内容 金額

その他の収入 6

小計 6

6

6合計

東日本大震災復興特別会計 自己収入

合計
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参考情報 

 

１ 内閣の所掌する業務の概要   

 

  法律の規定に基づき内閣の下に置かれる機関（内閣府、デジタル庁及び復興庁を除く。）としては、内閣

官房、内閣法制局、国家安全保障会議、都市再生本部、構造改革特別区域推進本部、知的財産戦略本部、地

球温暖化対策推進本部、地域再生本部、郵政民営化推進本部、中心市街地活性化本部、道州制特別区域推進

本部、総合海洋政策本部、宇宙開発戦略本部、総合特別区域推進本部、原子力防災会議、国土強靱化推進本

部、健康・医療戦略本部、水循環政策本部、まち・ひと・しごと創生本部、サイバーセキュリティ戦略本部、

特定複合観光施設区域整備推進本部、ギャンブル等依存症対策推進本部、アイヌ政策推進本部、新型コロナ

ウイルス感染症対策本部、国際博覧会推進本部及び新型インフルエンザ等対策推進会議のほか、内閣の所轄

の下に置かれる機関として人事院がある。 

 

【内閣官房】 

 内閣法第 12 条には、内閣官房の所掌事務として、閣議事項の整理その他内閣の庶務、内閣の重要施策に関

する基本的な方針に関する企画立案・総合調整、閣議にかかる重要事項に関する企画立案・総合調整、行政

各部の施策の統一を図るために必要となる企画立案・総合調整、その他行政各部の施策に関するその統一保

持上必要な企画立案・総合調整、内閣の重要施策に関する情報の収集調査に関する事務、国家公務員に関す

る制度の企画立案に関する事務、国家公務員法第 18 条の 2（独立行政法人通則法第 54 条第 1 項において準

用する場合を含む。）に規定する事務に関する事務、国家公務員の退職手当制度に関する事務、特別職の国

家公務員の給与制度に関する事務、国家公務員の総人件費の基本方針及び人件費予算の配分の方針の企画立

案・調整に関する事務、国家公務員の人事行政に関する事務（他の行政機関の所掌に属するものを除く。）、

行政機関の機構及び定員に関する企画立案・調整に関する事務、各行政機関の機構の新設、改正及び廃止並

びに定員の設置、増減及び廃止に関する審査を行う事務を行うほか、内閣の事務を助けること等が規定され

ている。 

 

【内閣法制局】 

 法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べ、法律案及び政令案の審査・立案、

条約案の審査、内外及び国際法制並びにその運用に関する調査研究、その他法制一般に関する事務を行う。 

 

【人事院】  

 公務の中立・公平の確保と労働基本権制約の代償機能という責務を担うための中央人事行政機関として、

国家公務員法、一般職の職員の給与に関する法律、国家公務員災害補償法、国際機関等に派遣される一般職

の国家公務員の処遇等に関する法律、国家公務員の育児休業等に関する法律、一般職の職員の勤務時間、休

暇等に関する法律、国家公務員倫理法その他関係法令に基づき以下の事務を行う。 

（１）給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告 

（２）採用試験、任免、給与、研修の計画の樹立及び実施並びに当該研修に係る調査研究、分限、懲戒、苦

情の処理その他職員に関する人事行政の公正の確保及び職員の利益の保護等 

（３）国家公務員の職務に係る倫理の保持 
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２ 内閣の組織及び定員 

 

内閣官房の機構図（令和４年度末） 
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　　　　　　　　　　内閣法制局の機構図（令和４年度末現在）
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1人 2人 1人

　

北海道（札　幌）、東北（仙　台）
関東（さいたま）、中部（名古屋）
近畿（大　阪）、中国（広　島）
四国（高　松）、九州（福　岡）

　

会長1人　委員4人

生涯設計課

職員団体審議官

企　 画　 課

試　 験　 課

職員福祉局

総　 務　 課

企画法制課

次　長

審議官

人事院の機構図（令和４年度末現在）
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人
　
　
事
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次　長

給与第三課

事　務　局

副所長（2（うち併任1）） 教　授（12（うち併任10））

主任教授

地方事務局

補　 償　 課

（那　覇）

研修推進課人　材　局

試験審議官

事
 

務
 

総
 

局
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３ 令和４年度歳入歳出決算の概要 

 (1) 令和４年度内閣の歳入決算 

   歳入予算額 482 百万円に対し、徴収決定済額は 220 百万円、収納済歳入額は 219 百万円であった。 

 

（単位：百万円）

会　　計　　名 歳入予算額 徴収決定済額 収納済歳入額

一般会計 482 213 213

東日本大震災復興特別会計 - 6 6

計 482 220 219  

  

 (2) 令和４年度内閣の歳出決算 

   歳出予算現額 153,839百万円に対し、支出済歳出額は 125,588百万円、翌年度繰越額は 23,791百万円、

不用額は 4,459 百万円であった。 

 

（単位：百万円）

会　　計　　名 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不用額

一般会計 153,803 125,570 23,791 4,441

東日本大震災復興特別会計 35 18 - 17

計 153,839 125,588 23,791 4,459  

 

４ 公債関連情報 

   一般会計の公債の発行・管理は財務省の所掌する業務であるため、公債及び利払費等については財務

省に計上されている。しかし、各省庁の業務実施の財源の一部は公債で調達されていることから、各省

庁の負担と考えられる公債関連の計数を複数の仮定計算に基づき算定し、公債関連情報として開示して

いる。仮定計算に基づく数字であるため、各省庁の省庁別財務書類に負債計上するものではない。 

 

 ① 財務省において計上されている会計年度末の公債残高、当該年度に発行した公債額（借換債を除く。）

及び当該年度の利払費は以下のとおりである。 

・会計年度末の公債残高                         9,990,247 億円 

・当該年度に発行した公債額                        504,789 億円 

・当該年度の利払費                              57,550 億円 

 

 ② 財務省において計上されている①の計数を公債発行対象経費及び歳出決算額を基礎として各省庁に配

分を行った場合、当省に配分される額は以下のとおりである。 

・会計年度末の公債残高のうち内閣配分額              19,153 億円 

  ・当該年度に発行した公債額のうち内閣配分額                901 億円 

・当該年度の利払費のうち内閣配分額                        110 億円 
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